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○武雄市個人情報保護条例施行規則 

平成１８年３月１日 

規則第１２号 

改正 平成２７年１０月１５日規則第３４号 

平成２８年３月３１日規則第８号 

令和３年３月３１日規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、武雄市個人情報保護条例（平成１８年条例第１２号。以下「条例」

という。）第３６条の規定に基づき、実施機関が取り扱う個人情報の保護に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（個人情報取扱事務の届出） 

第２条 条例第６条第１項前段の規定による届出は、個人情報取扱事務開始届出書（様

式第１号）により行うものとする。 

２ 条例第６条第１項第６号の実施期間が定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 個人情報取扱事務を開始する年月日 

（２） 個人情報取扱事務の根拠法令等 

（３） 個人情報の処理形態 

（４） 個人情報の目的外利用又は外部提供の有無 

（５） 個人情報取扱事務の委託の有無 

（６） 閲覧制度の有無 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 条例第６条第１項後段又は第２項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止・変

更届出書（様式第２号）により行うものとする。 

（目的外利用等の手続） 

第３条 条例第８条第１項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供し

ようとする者は、個人情報目的外利用申請書（様式第３号）又は個人情報外部提供申

請書（様式第４号）により申請を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを

得ない理由があるときは、口頭によることができる。 

２ 前項の規定による申請の可否は、個人情報目的外利用可否決定通知書（様式第５号）

又は個人情報外部提供可否決定通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（個人情報保護管理者） 
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第４条 実施機関は、条例第１１条の規定により個人情報の適正な管理を行うため、個

人情報保護管理者を置き、個人情報取扱事務を所管する課の長をもって充てる。 

（個人情報開示請求書） 

第５条 条例第１７条第１項の規定による請求は、個人情報開示請求書（様式第７号）

により行うものとする。 

（本人等の確認に必要な書類） 

第６条 条例第１７条第２項に規定する本人であることを証する書類は、次の各号のい

ずれかに該当する書類であって、当該本人の氏名及び住所が記載されているものとす

る。 

（１） 運転免許証 

（２） 旅券 

（３） 前２号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が定める書類 

２ 条例第１７条第２項に規定する代理人であることを証する書類は、次に掲げるもの

とする。 

（１） 前項各号に掲げる書類のいずれかであって、当該代理人の氏名及び住所が記

載されているもの 

（２） 代理権を有することを証明するものとして市長が定める書類 

（死者との関係を示す書類） 

第７条 条例第１７条第３項に規定する条例第１３条第２項各号に該当する請求権者で

あることを証する書類は、次のとおりとする。 

（１） 条例第１３条第２項第１号（条例第２０条第２項、第２１条第２項及び第２

２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により開示等請求をしようとす

る場合 請求者が相続人であることを証するもののほか、当該請求の内容が条例第

１３条第２項第１号に規定する相続した財産に係るものであることを示すもの 

（２） 条例第１３条第２項第２号（条例第２０条第２項、第２１条第２項及び第２

２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により開示等請求をしようとす

る場合 請求者が相続人であることを証するもののほか、当該請求の内容が条例第

１３条第２項第２号に規定する損害賠償請求権等に係るものであることを示すもの 

（３） 条例第１３条第２項第３号（条例第２０条第２項、第２１条第２項及び第２

２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により開示等請求をしようとす

る場合 請求者が配偶者、子又は父母であることを証するもののほか、当該請求の
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内容が条例第１３条第２項第３号に規定する慰謝料請求権、遺贈に係る財産等に係

るものであることを示すもの 

（４） 条例第１３条第２項第４号（条例第２０条第２項、第２１条第２項及び第２

２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により開示等請求をしようとす

る場合 請求者が未成年で死亡した子の親権者であったことを証するもの 

（個人情報開示決定通知書等） 

第８条 条例第１８条第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、

当該各号に定める通知書により行うものとする。 

（１） 個人情報を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書（様式第８号） 

（２） 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書（様式第

９号） 

（３） 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書（様式第１０号） 

２ 条例第１８条第３項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書（様式

第１１号）により行うものとする。 

（開示の実施等） 

第９条 個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該個人情報を汚損、破損及び抜き取

り等しないよう丁寧に取り扱わなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に

対し、当該個人情報の閲覧若しくは視聴の中止又は禁止をすることができる。 

３ 写しの交付をするときの部数は、個人情報が記載された公文書１件につき１部とす

る。 

（個人情報訂正請求書等） 

第１０条 条例第２３条の規定による請求は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当

該各号に定める請求書により行うものとする。 

（１） 条例第２０条の規定による訂正の請求 個人情報訂正請求書（様式第１２号） 

（２） 条例第２１条の規定による削除の請求 個人情報削除請求書（様式第１３号） 

（３） 条例第２２条の規定による中止の請求 個人情報中止請求書（様式第１４号） 

２ 訂正、削除又は中止の請求をしようとする者は、事実に合致することを証明する書

類を提出し、又は提示しなければならない。 

（個人情報訂正決定通知書等） 

第１１条 条例第２４条第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応
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じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。 

（１） 個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書（様式第１５号） 

（２） 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書（様式第

１６号） 

（３） 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書（様式第１７号） 

（４） 個人情報を削除する旨の決定 個人情報削除決定通知書（様式第１８号） 

（５） 個人情報の一部を削除する旨の決定 個人情報部分削除決定通知書（様式第

１９号） 

（６） 個人情報を削除しない旨の決定 個人情報不削除決定通知書（様式第２０号） 

（７） 個人情報の目的外利用等を中止する旨の決定 個人情報中止決定通知書（様

式第２１号） 

（８） 個人情報の一部の目的外利用等を中止する旨の決定 個人情報部分中止決定

通知書（様式第２２号） 

（９） 個人情報の目的外利用等を中止しない旨の決定 個人情報不中止決定通知書

（様式第２３号） 

２ 条例第２４条第３項による決定は、個人情報訂正請求等決定期間延長通知書（様式

第２４号）により行うものとする。 

（費用負担） 

第１２条 条例第２５条第２項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、市長が

別に定める。 

２ 前項の費用は、あらかじめ納入しなければならない。 

（運用状況の公表） 

第１３条 条例第３５条の規定による運用状況の公表は、武雄市広報等により行うもの

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市個人情報保護条例施行規則（平

成１７年武雄市規則第２４号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則

の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 
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附 則（平成２７年規則第３４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第３条関係） 

様式第６号（第３条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

様式第１０号（第８条関係） 

様式第１１号（第８条関係） 

様式第１２号（第１０条関係） 

様式第１３号（第１０条関係） 

様式第１４号（第１０条関係） 

様式第１５号（第１１条関係） 

様式第１６号（第１１条関係） 

様式第１７号（第１１条関係） 

様式第１８号（第１１条関係） 

様式第１９号（第１１条関係） 

様式第２０号（第１１条関係） 

様式第２１号（第１１条関係） 

様式第２２号（第１１条関係） 

様式第２３号（第１１条関係） 

様式第２４号（第１１条関係） 

 


